
 

令和７～９年度札幌未来牽引企業創出事業【事務局機能】実施業務 

公募型企画競争提案説明書 

 

１ 業務名 

令和７～９年度札幌未来牽引企業創出事業【事務局機能】実施業務 

 

２ 本書の目的 

本書は、「令和７～９年度札幌未来牽引企業創出事業【事務局機能】実施業務」の契

約候補者を選定するための公募型企画競争に関して、必要な事項を定めることを目的

とする。 

 

３ 業務内容 

別紙「業務仕様書」のとおり。 

なお、仕様書の内容は現時点での予定であり、契約候補者との協議の中で変更する

場合がある。 

 

４ 業務委託期間  

令和７年４月１日（火）から令和 10 年３月 31 日（金） 

 

５ 事業規模（契約限度額）  

総額 81,000,000 円（消費税及び地方消費税の額を含む）を上限とする。 

なお、各年度の内訳は下記のとおり。 

【各年度】27,000,000 円（消費税及び地方消費税の額を含む） 

上記の金額は事業規模を示すものであり、契約は別途設定する予定価格の範囲内で

行う。 

 

６ 参加資格 

 (1) 令和４～７年度札幌市競争入札参加資格者名簿（物品・役務）に登録されてい

る者であること（申請中の者については、企画提案書の提出期限までに登録され

ていること）。 

(2) 会社更生法（平成 14 年法律第 154 号）による更生手続開始の申立てが なさ

れている者又は民事再生法（平成 11 年法律第 225 号）による再生手続開始の申

立てがなされている者（手続開始決定後の者は除く。）等経営状況が著しく不健全

な者でないこと。 

(3) 企画提案書の提出期限において、札幌市競争入札参加停止等措置要領（平成14

年4月26日財政局理事決裁）の規定に基づく参加停止の措置を受けている期間中で

ないこと。 
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７ 企画提案を求める事項 

(1) 基本的認識に関すること 

(2) 業務遂行能力に関すること 

(3) 事務局機能 

別添「業務仕様書」の実施項目について、それぞれ効果的かつ具体的な手法 

(4) 追加提案事項 

別添「業務仕様書」の実施項目以外に必要と考える独自提案と、その効果的か

つ具体的な手法 

 

８ 契約候補者の選定方法 

(1) 審査 

令和７～９年度札幌未来牽引企業創出事業企画競争実施委員会（以下「実施委員

会」という。)において、提案された企画のプレゼンテーション審査を実施し、１者

を選定する。企画提案者が４者以上となった場合、企画提案書の書面審査を行い、

満点の６割以上の採点結果となった事業者の中から、プレゼンテーション審査を行

う上位３者までの企画提案を選定する。 

(2) 審査基準 

下表のとおり。 

これに加えて、満点評価とならなかった提案事業者を対象として、企画提案書の

提出締切日時点において提案事業者が札幌SDGs企業登録制度の登録企業である場

合は、本業務とSDGsの親和性を考慮し委員１人当たり１点を加点する。 

(3) 評価方法・最低基準点 

実施委員会の各委員による採点を合計する総合点数評価とする。また、最低基準

点を満点の６割以上とし、最低基準点に満たない場合は、契約候補者としない。 

(4) 採点が同点の場合の取扱 

同点の事業者が２者以上あった場合には、実施委員会で協議のうえ選定する。 

(5) 参加者が１者であった場合 

最低基準点（満点の６割）以上の採点結果となった場合に限り契約候補者として

選定する。 

 

【書類審査及びプレゼンテーション審査における共通審査基準】 

審査項目と配点 審査の視点 

１ 基本的認識【5点】 

①趣旨・背景の理解（5点） 

・札幌市が将来の市内経済を牽引する企業の創出に

向けて集中的な支援をする必要性や、市内中小企業

が抱える課題等について基本的な認識を示している

か。 

２ 業務遂行能力【25点】 
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①計画性（5点） 
・遂行期間全体を通して、本業務が適切かつ円滑に

実施できる計画が示せているか。 

②執行体制（15点） 

・業務の効果的な遂行にあたり必要となる、専門性

を有した人材の登用と十分な人員配置が予定されて

いるか。 

③類似業務の実績（5点） 
・業務の実行力を示す類似業務（事務局運営、経営相

談対応等）の実績及びノウハウを有しているか。 

３ 企画提案内容【70点】 

①事務局の運営、相談対応（20点） 

・各支援機関等とのネットワーク構築等による、認

定企業の課題解決や業務遂行に向けた効果的な連携

促進が実施可能か。 

・認定企業の相談対応が効果的且つ円滑に実施でき

るプラットフォームの管理・運用方針が示されてい

るか。 

②認定企業広報ウェブサイトの

運用・保守・改修（10点） 

・市内外の企業や求職者等に向けて、認定企業の事

業内容や取組等について効果的に情報を発信できる

運用方針が提案されているか。 

③プロモーション支援（15点） 
・本事業及び認定企業並びに卒業企業を広く周知す

る効果的な手法や企画が提案されているか。 

④コミュニティ形成イベントの

実施（10点） 

・認定企業の意識醸成や、認定企業間での情報交換

及びビジネスの発展等の目的を達成できる企画や方

針が提案されているか。 

⑤卒業企業をロールモデルとし

た市内企業に向けた発信（10点） 

・卒業企業の目標達成までの過程や好事例を市内企

業に効果的に伝える手法や方針を提案できている

か。 

⑥追加提案事項（5点） 
・業務の目的達成に資する具体的かつ効果的な追加

提案となっているか。  

 ※提案にあたっては、認定企業広報ウェブサイト「SAPPORO NEXT LEADING」

（https://www4.city.sapporo.jp/nextleading/）にて当事業の概要や経緯等を確

認すること 

 

９ 企画提案に係る手続き・スケジュール 

(1) 手続き関係様式 

様式を定めるものは以下のとおり。 

① 質問書 様式１ 

② 参加意向申出書 様式２ 

③ 企画提案書提出書 様式３ 

④ 企画提案者概要 様式４ 

(2) スケジュール 

① 質問の受付／１月10日（金）17：00まで 

 ・質問書（様式１）に、要旨を簡潔にまとめて提出すること。 

・提出方法は、電子データをメールで送付することとし、電話や窓口での質問は

受け付けない（送信先は後記12に記載）。 

・電子メールのタイトルは「令和７～９年度札幌未来牽引企業創出事業【事務局

機能】実施業務 質問書（事業者名）」とする。 

・質問の回答は、電子メールにより随時行うとともに、公開する必要があると認
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める場合は、ホームページで公開する（質問を行った事業者名等は公開しない）。 

・受付期間内に到着しなかった質問書については、原則として回答しない。 

② 参加意向申出書の受付／ １月16日（木）17：00まで 

 ・企画提案への参加を希望する事業者は、後記10(1)の「参加意向申出書（様式２）」

を提出すること。 

・提出方法は、電子データをメールで送付するとともに、書留郵便やレターパッ

ク等受領確認ができる方法で送付（締切日必着）又は持参（土・日・祝日を除く

9：00～17：00）とする（送付先は後記12に記載）。 

・参加資格審査結果は個別に通知する。 

・提出書類に不備・不足がある場合は受け付けない。 

③ 企画提案の受付／ １月23日（木）17：00まで 

 

 

・後記10(1)の「企画提案書提出書（様式３）」「企画提案者概要（様式４）」「企画

提案書（様式任意）」「見積書（様式任意）」を全て提出すること。なお、企画提

案書については、後記10(2)の留意事項を確認の上、作成すること。 

・提出方法は、電子データをメールで送付するとともに、書留郵便やレターパッ

ク等受領確認ができる方法で送付（締切日必着）又は持参（土・日・祝日を除く

9：00～17：00）とする（送付先は後記12に記載）。 

・提出書類に不備・不足がある場合は受け付けない。 

④ 書類審査の実施／ １月27日（月）を予定 

 
・企画提案者が４者以上となった場合、上記の審査基準により、企画提案者の書

面審査を行い、プレゼンテーション審査を行う上位３者までの企画提案を選定

し、企画提案提出者に通知するものとする。 

⑤ プレゼンテーション審査の実施／ １月30日（木）又は２月４日（火）を予定 

 

・企画提案者によるプレゼンテーション及び委員からのヒアリングを行い、契約

候補者を選定する。 

・開始時間や場所は、別途期日前に企画提案書を提出した事業者に連絡する。 

・審査は、１企画提案あたり、35分間（企画提案書に基づくプレゼンテーション

20分、質疑応答15分）を想定し、順次個別に行うものとする。 

・出席者は３人以内とし、事前に提出した企画提案書に基づいてプレゼンテーシ

ョンを実施すること。なお、当日のプロジェクター使用及び追加の資料配布は

認めない。 

・プレゼンテーションに出席しない事業者の提案は無効とする。 

・オンラインでの実施となる可能性がある。 

⑥ 審査結果通知／ プレゼンテーション審査実施後 

 ・審査の結果は、速やかに提案者全員に対し、文書により通知する。 

・審査の過程については公表しない。 

・審査結果に対する質問は通知日から起算して10日間までの期間に受け付ける。

連絡方法は電子メール又はFAX又は電話（土・日・祝日を除く9：00～17：00）と

する。回答は質問者に対して個別に行う。 

⑦ 契約手続き／２月中旬 

 ・本件業務の委託契約は、上記審査により選定された事業者の企画提案を基に、

当該事業者と本市における協議・調整を経て確定した仕様書に基づき、当該事

業者から別途見積書の提出を受けた後に締結する。詳細は、選定事業者に対し

別途通知する。 

・選定した受託予定者が委託契約を辞退した場合は、企画提案の審査で次点の評

価を受けた事業者を選択する、ただし、次点の評価を受けた事業者が、最低基

準点に満たない場合は選定しない。 
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10 提出書類及び留意事項 

(1) 提出書類 

【全ての事業者が提出する書類】 

提出書類 部数 提出期限 

参加意向申出書（様式２） 正本１部 
１月16日（木） 

17:00まで 

企画提案書提出書（様式３） 正本１部 

１月23日（木） 

17:00まで 

企画提案者概要（様式４）※ 
正本１部 

副本９部 

企画提案書（様式任意）※ 
正本１部 

副本９部 

見積書（様式任意）※ 
正本１部 

副本９部 

(2) 企画提案書の作成に係る留意事項 

ア 企画提案書はＡ４判（縦・横不問）、片面印刷で最大25ページ以内(表紙及び目

次を除く。)とすること。 

イ 見積書については、積算根拠が分かるように記載すること。 

なお、当該見積額は、企画書が選定された事業者との契約額を確定するもので

はない。 

ウ 提出に当たっては、一式をクリップで留めることとし、ステープラーは使用し

ないこと。また、特別な製本も行わないこと。 

 

11 その他留意事項 

(1) 本件企画競争に係る書類作成、提出等にかかる一切の費用は提案者の負担とす

る。 

(2) 提出書類の撤回・再提出及び修正は認めない（軽微な修正は除く）。 

(3) 提出書類に虚偽の記載があった場合は、失格とする。 

(4) 同一の事業者からの複数の企画提案書の提出は認めない。 

(5) 札幌市が選定にあたり必要と認めるときは、追加書類の提出を求めることがある。 

(6) 提出書類は、理由の如何を問わず返却しない。 

(7) 提案者は、本件企画競争に必要な場合、提出書類等を札幌市が利用することを許

諾することとする（複製の作成など）。 

(8) 提出書類は、札幌市情報公開条例に定めるところにより、公開される場合がある。 

(9) 本件企画競争の参加者は、札幌市から提供する情報を本件企画競争の提案に係る

もの以外の用途に使用してはならない。 

(10) 企画提案の提出後に辞退する場合は、辞退届（様式任意）を提出すること。 

 

12 企画提案書等提出・問合せ先 
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〒060-8611 札幌市中央区北１条西２丁目（市役所本庁舎15階北側） 

札幌市経済観光局産業振興部経済企画課企画係 担当：中川、亀苔（かめのり） 

電話：011-211-2352 FAX：011-218-5130 

E-mail：keizaikikaku-kikaku1@city.sapporo.jp 


